
令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平

成元年法律第６４号）に基づき、県内の地域密着型サービス等提供施設等の設

置に当たり、開設時から安定した質の高いサービス提供に向けた体制整備を促

進するため、民間事業者の行う介護施設等の開設準備に必要となる経費及び市

町村が民間事業者の行う地域密着型介護施設等の開設準備を行う事業（以下

「間接補助事業」という。）を補助するのに要する経費について、令和８年度

予算の範囲内において、当該民間事業者及び市町村に対し、青森県施設開設準

備経費助成特別対策事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

とし、その交付については、青森県地域医療介護総合確保基金条例（平成２６

年１２月青森県条例第９０号）、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４

５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）及び地域医療介護総合

確保基金管理運営要領（平成２６年９月１２日付け医政発０９１２第５

号、老発０９１２第１号、保発０９１２第２号厚生労働省医政局長、老健局

長、保険局長連名通知）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象経費） 

第２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別

表第５欄のとおりとする。 

 

 （補助金の額） 

第３ 補助金の額は、別表第２欄の対象施設等の区分ごとに次により算出するも

のとする。ただし、算出された額に、１，０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

（１）同表第５欄に定める補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２）同表第３欄に定める交付基礎単価に同表第４欄に定める単位の数を乗じて

得た額を算出する。 

（３）（１）により選定された額と（２）により算出された額とを比較して少な

い方の額以内の額を補助金の額とする。 

 

（申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、令和８年度青森県施設開設準備経費助成特

別対策事業費補助金交付申請書（第１号様式）によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により、前項の申請書に添付しなければ

ならない書類は、次のとおりとする。 

（１）令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金申請額算出

内訳書（第２号様式） 



（２）令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業計画書（第３号様式） 

（３）見積書（写し） 

（４）歳入歳出（収入支出）予算書抄本 

 

（補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

（１）補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容の変

更をする場合には、令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業変

更承認申請書（第４号様式）を知事に提出して、その承認を受けなければな

らない。ただし、補助目的の範囲内での事業計画の細部の変更であって知事

が認めるものは、この限りではない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）をする場合

には、中止又は廃止の理由を記載した令和８度青森県施設開設準備経費助成

特別対策事業中止（廃止）承認申請書（第５号様式）を知事に提出して、そ

の承認を受けなければならない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

場合には、予定の期間内に完了（遂行）しない理由を記載した令和８年度青

森県施設開設準備経費助成特別対策事業実施状況報告書（第６号様式）を速

やかに知事に提出して、その指示を受けなければならない。 

（４）補助事業に係る歳入及び歳出を明らかにした書類を整備し、これらを補助

事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後５年間（（５）に掲げる不動産、機械及び

器具がある場合は、その耐用年数を経過するまで）保管しておかなければな

らない。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価

格が３０万円以上の機械及び器具については、財産管理台帳（第７号様式）

を整備し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第

１５号。以下「省令」という。）で定めている耐用年数を経過するまで、知

事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

（６）規則第１９条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分することに

より収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させること

がある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運用を図らなければならない。 

（８）補助事業又は間接補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、

この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、令和８年度消費税及び地方消費



税に係る仕入控除税額報告書（第８号様式）により、速やかに、遅くとも事

業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに知事に報告しなければ

ならない。 

なお、補助事業者が、全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又

は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部

の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

   また、知事に報告があった場合には、当該仕入控除税額を県に納付しなけ

ればならない。 

（９）補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金

等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指

定寄附金を除く。 

（１０）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する

など県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（１１）市町村は、間接補助事業を行う民間事業者（以下「間接補助事業者」と

いう。）に対し、次の条件を付さねばならない。 

ア 間接補助事業の内容を変更（知事が認める軽微な変更を除く。）する場

合には、市町村長の承認を受けなければならない。 

イ 間接補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する

場合には、市町村長の承認を受けなければならない。 

ウ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行

が困難となった場合には、速やかに市町村長に報告してその指示を受けな

ければならない。 

  エ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並

びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上

の機械及び器具については、財産管理台帳（第７号様式）を整備し、省令

で定めている耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、こ

の補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保

に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

    なお、間接補助事業の実績報告を行う際に、財産管理台帳（第７号様式）

の写しを併せて提出するものとする。 

  オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合に

は、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

  カ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、間接

補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、その効率的な運用を図らなければならない。 

  キ 間接補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速

やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに

市町村長に報告しなければならない。 



    なお、間接補助事業者が、全国的に事業を展開する組織の一支部（又は

一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場

合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

    また、市町村長に報告があった場合には、当該仕入控除税額を市町村に

納付しなければならない。 

  ク 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入

及び支出について証拠書類を整理し、かつ、これらを間接補助事業の完了

の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間（エに掲げる不動産、機械及び器具がある場

合は、その耐用年数を経過するまで）保管しておかなければならない。 

  ケ 間接補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、

寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してな

された指定寄附金を除く。 

  コ 間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付

するなど市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

  サ 間接補助事業が、アからコまでにより付した条件に違反した場合には、

市町村が行った補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市町村に納

付させることがある。 

（１２）（１１）により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合

には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。 

（１３）（１１）のオ又はキの条件により、間接補助事業者から市町村へ財産処

分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の

納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させることが

ある。 

（１４）間接補助事業者が（１１）により付した条件に違反し、（１１）のサに

より市町村へこの補助金の全部又は一部の納付があった場合には、その納付

額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（１５）補助対象経費については、当補助金と重複して他の補助金等の交付を受

けてはならない。 

 

（申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補

助金の交付決定の通知を受けた日から起算して１４日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

（実績報告） 

第８ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の中止



又は廃止の承認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付に係る年度の翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに、令

和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業完了（廃止）実績報告書

（第９号様式）に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

（１）令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金精算額算出

内訳書（第１０号様式） 

（２）令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策事業実施報告書（第１１

号様式） 

（３）歳入歳出（収入支出）決算（見込）書抄本 

（４）財産管理台帳（第７号様式）の写し 

２ 補助事業又は間接補助事業が翌年度にわたるときは、前項の規定に関わらず、

令和９年４月３０日までに、令和８年度青森県施設開設準備経費助成特別対策

事業年度終了実績報告書（第１２号様式）を提出するものとする。 

 

 （補助金の請求） 
第９ 補助金の支払は、補助事業の完了後、速やかに令和８年度青森県施設開設

準備経費助成特別対策事業費補助金請求書（第１３号様式）を提出して行うも

のとする。ただし、補助事業者が市町村である場合にあっては、その提出を要

しないものとする。 
 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月１８日から施行し、同年４月１日から適用する。 

  



別表（第２関係） 

１ 介護施設等の開設時、増床時及び改築時 

１ 補助

事業者 

２ 対象施設 ３ 交付基

礎単価 

４ 単位 ５ 補助対象

経費 

民間事業

者（中核

市に所在

する施設

にあって

は、中核

市） 

定員 30 名以上の広域型施設等 

特別養護老

人ホーム等の

円滑な開所や

増床に必要な

需用費、使用

料及 び 賃 借

料、備品購入

費（備品設置

に伴う工事請

負 費 を 含

む。）、報酬、

給料、職員手

当等 、 共 済

費、賃金、旅

費、役務費、

委託料並びに

工事請負費又

は市町村がこ

れらの経費に

ついて補助す

るのに要する

経費 

 （１）特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

1,120 千円 定員数 

 （２）介護老人保健施設 

 （３）介護医療院 

 （４）ケアハウス（特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの） 

 （５）養護老人ホーム 

 （６）介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を受

けるもの） 

 （７）訪問看護ステーション（大規模化や

サテライト型事業所の設置） 

5,610 千円 施設数 

市町村 

（中核市

含む） 

定員 29 名以下の地域密着型施設等 

 （８）地域密着型特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ用居室 

1,120 千円 定員数 

 （９）小規模な介護老人保健施設 

 （10）小規模な介護医療院 

 （11）小規模なケアハウス（特定施設入居

者生活介護の指定を受けるもの） 

 （12）認知症高齢者グループホーム 

 （13）小規模多機能型居宅介護事業所 

 （14）看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （15）小規模な介護付きホーム（有料老人

ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅

であって、特定施設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

 （16）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所 

18,800 千円 施設数 

 （17）小規模な養護老人ホーム 561 千円 定員数 

 （18）施設内保育施設 5,610 千円 施設数 

 

 

 



２ 介護ロボット・ＩＣＴの導入 

民間事業

者（中核

市に所在

する施設

にあって

は、中核

市） 

定員 30 名以上の広域型施設等 

特別養護老

人ホーム等の

大規模修繕の

際にあわせて

行う、介護ロ

ボット・ＩＣ

Ｔの導入に必

要な経費 

 （19）特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

561 千円 定員数 

 （20）介護老人保健施設 

 （21）介護医療院 

 （22）ケアハウス（特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの） 

 （23）養護老人ホーム 

 （24）介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を受

けるもの） 

市町村

（中核市

含む） 

定員 29 名以下の地域密着型施設等 

 （25）地域密着型特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ用居室 

561 千円 定員数 

 （26）小規模な介護老人保健施設 

 （27）小規模な介護医療院 

 （28）小規模なケアハウス（特定施設入居

者生活介護の指定を受けるもの） 

 （29）認知症高齢者グループホーム 

 （30）小規模多機能型居宅介護事業所 

 （31）看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （32）小規模な介護付きホーム（有料老人

ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅

であって、特定施設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

 （33）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所 

9,310 千円 施設数 

 （34）小規模な養護老人ホーム 281 千円 定員数 

 （35）施設内保育施設 2,810 千円 施設数 

 

注 補助金は、次の（１）から（３）までに掲げる場合については、交付の対象としないものと

する。 

（１）平成２０年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定める地方公務員の給与に充てる場合 

（３）他の補助制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場

合 


